
機種変更のために携帯電話ショップに出か

け、同系列のキャリアが提供する端末を熱心に

勧められ契約した。

その後、契約書を確認したところ、断ったは

ずのオプションなどが付けられているうえ、セ

キュリティソフトも契約させられていた。納得

できない。（60歳代）

●携帯電話の買い替えなどの際、不要なオプションを付けられていたといった相談が寄せら

れています。

●契約の際には、契約内容をよく確認し、よく分からない場合は契約しないよう

にしましょう。オプション等を勧められた際も、必要ない場合はきっぱり断り

ましょう。

●契約書もその場でよく確認し、不要な契約がないか、月々の支払額はいくらにな

るかなどを確認しましょう。

●不要なオプションを契約させられている場合は、すぐにショップに解約を申し出ましょう。

●不安に思ったときは、消費生活センターに相談しましょう。
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携帯電話の契約 不要なオプションがついていた！

事 例

アドバイス

●問い合わせ先

名寄市消費生活センター ☎（０１６５４）2-3575
駅前交流プラザ「よろーな」2階

◆相談時間 9:15～16:00 ◆休日/土・日・祝日・年末年始

契
約
書


